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消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について 

 

消防法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第 305 号。以下「改正政令

」という。）、消防法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第 62 号。

以下「改正省令」という。）、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検

結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件（令和４年消防庁告示第

５号。以下「改正告示第５号」という。）、消防法施行規則第三十一条の七第二

項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機

関の行う講習に係る基準の一部を改正する件（令和４年消防庁告示第６号。以下

「改正告示第６号」という。）、消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定

に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細

目の一部を改正する件（令和４年消防庁告示第７号。以下「改正告示第７号」と

いう。）及び不活性ガス消火設備の閉止弁の基準（令和４年消防庁告示第８号。

以下「閉止弁基準」という。）が令和４年９月 14 日に公布されました。 

今回の改正は、令和２年 12 月から令和３年４月にかけて全域放出方式の二酸化

炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備（以下「二酸化炭素消火設備」とい

う。）に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直すほか、消防用設備等

（特殊消防用設備等）設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する

書類について合理化するものです。 

貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとと

もに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を

処理する一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知されるようお願いし

ます。 

 

記 

 

 

殿 



 

 

第一 改正政令に関する事項 

１ 遡及対象設備の追加について 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 17 条の２の５に基づく不遡及の原則

が適用されない消防用設備等に、「不活性ガス消火設備（全域放出方式のも

ので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。）（不活性

ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定め

るものの適用を受ける部分に限る。）」を加えることとしたこと（改正政令

による改正後の消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号。以下「新令」とい

う。）第 34 条関係）。 

 

 ２ 消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の追加について 

   消防設備士又は消防設備点検資格者（以下「消防設備士等」という。）に

点検させなければならない防火対象物に、「消防用設備等又は特殊消防用設

備等の防火安全性能を確保するために、消防設備士等による点検が特に必要

であるものとして総務省令で定める防火対象物」を加えることとしたこと

（新令第 36 条第２項関係）。 

 

第二 改正省令に関する事項 

１ 不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の見直しについ

て 

  不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目として、

全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下の基準を定めることとした

こと（改正省令による改正後の消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第６号。

以下「新規則」という。）第 19 条第５項及び第 19 条の２関係）。 

（１） 起動用ガス容器について 

起動用ガス容器を設けること（新規則第 19 条第５項第 13 号イ関係）。 

（２） 起動装置について 

      消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止

装置を設けること（新規則第 19 条第５項第 14 号イ関係）。 

（３） 自動式の起動装置について 

      自動式の起動装置については、二以上の火災信号により起動するもの

であること（新規則第 19 条第５項第 16 号イ関係）。 

  （４） 音響警報装置について 

     常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた全

域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置したものにあっては、音声によ

る音響警報装置を設けること（新規則第 19 条第５項第 17 号ハ関係）。 

  （５） 閉止弁について 

     集合管（集合管に選択弁を設ける場合にあっては、貯蔵容器と選択弁

の間に限る。）又は操作管（起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。）



 

に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること（新規則第 19

条第５項第 19 号イ（ハ）関係）。 

閉止弁は、工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に

人が立ち入る場合は、閉止された状態であること。それ以外の場合は、

開放された状態であること（新規則第 19 条の２第１号関係）。 

  （６） 標識の設置について 

     二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等

の見やすい箇所に、二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれがあること

及び消火剤が放射された場合、消火剤が排出されたことが確認されない

限りは、当該場所に立ち入ってはならないこと並びに日本産業規格Ａ

8312（2021）の図Ａ.1（一辺の長さが 0.3 メートル以上のものに限

る。）を表示した標識を設けること（新規則第 19 条第５項第 19 号イ

（ホ）関係）。 

  （７） 自動手動切替え装置について 

     工事、整備、点検その他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入

る場合は、自動手動切替え装置は手動状態に維持すること（新規則第 19

条の２第２号関係）。 

  （８） 消火剤が放射された場合の人の立入制限について 

     消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの

間、当該防護区画内に人が立ち入らないように維持すること（新規則第

19 条の２第３号関係）。 

  （９） 設備の構造等を定めた図書の備えについて 

     制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとる

べき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えておくこと（新規則

第 19 条の２第４号関係）。 

     

２ 消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物について 

 新令第 36 条第２項第４号の総務省令で定める防火対象物は、全域放出方式

の二酸化炭素消火設備が設けられているものとすること（新規則第 31 条の６

の２関係）。 

 

 ３ 適用が除外されない不活性ガス消火設備について 

   新令第 34 条第２号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸

化炭素とし、同号に規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技

術上の基準であって総務省令で定めるものは、新規則第 19 条第５項第 19 号

イ（ハ）及び（ホ）並びに第 19 条の２の規定とすること（新規則第 33 条の

２関係）。 

  

 ４ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書及び工事整備対象設備等着

工届出書に添付する書類の見直しについて 



 

  消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書に添付する書類は、消防用

設備等にあっては、平面図、配管及び配線の系統図並びに消防用設備等試験

結果報告書とし、特殊消防用設備等にあっては、平面図、配管及び配線の系

統図、設備等設置維持計画並びに特殊消防用設備等試験結果報告書とするこ

と（新規則第 31 条の３関係）。 

工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類は、消防用設備等にあって

は、平面図、配管及び配線の系統図並びに計算書とし、特殊消防用設備等に

あっては、平面図、配管及び配線の系統図、計算書、設備等設置維持計画、

消防法第 17 条の２第３項の評価結果を記載した書面並びに消防法第 17 条の

２の２第２項の認定を受けた者であることを証する書類とすること（新規則

第 33 条の 18 関係）。 

 

 ５ 所要の規定の整理について 

   その他、所要の規定の整理を行ったこと（新規則第 19 条第４項及び第５項、

第 20 条、第 21 条第４項、第 31 条の６第７項並びに第 31 条の７第１項関

係）。 

 

第三 改正告示第５号に関する事項 

  不活性ガス消火設備の点検の基準について、標識（貯蔵容器を設ける場所及

び防護区画の出入口等に設けられるものに限る。）、自動式起動装置及び緊急

停止装置に係る規定を追加することとしたこと（改正告示第５号による改正後

の昭和 50 年消防庁告示第 14 号（消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等

点検結果報告書に添付する点検票の様式）別表第６関係）。 

 

第四 改正告示第６号に関する事項 

  消防法施行規則第 31 条の７第２項において準用する消防法施行規則第１条の

４第 10 項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準について、講習科

目及び再講習科目に、点検における保安に関する要点を追加することとしたこ

と（改正告示第６号による改正後の平成 16 年消防庁告示第 18 号（消防法施行

規則第 31 条の７第２項において準用する消防法施行規則第１条の４第 10 項の

規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準）第３、第４及び第７関係）。 

 

第五 改正告示第７号に関する事項 

  消防法施行規則第 33 条の 17 第３項の規定に基づく工事整備対象設備等の工

事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目について、講習科目に、工事

整備対象設備等の工事又は整備における保安に関する要点を追加することとし

たこと（改正告示第７号による改正後の平成 16 年消防庁告示第 25 号（消防法

施行規則第 33 条の 17 第３項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整

備に関する講習の実施に関し必要な細目）第２関係）。 

 



 

第六 閉止弁基準について 

本告示は、新規則第 19 条第５項第 19 号イ（ハ）に規定する不活性ガス消火

設備の閉止弁の基準として、構造及び機能、材質、耐圧試験、気密試験、作動

試験、等価管長並びに表示について定めるものであること。 

 

第七 施行期日等に関する事項 

１ 施行期日に関する事項 

令和５年４月１日から施行することとしたこと（改正政令附則、改正省令

附則第１条、改正告示第５号附則、改正告示第６号附則、改正告示第７号附

則及び閉止弁基準附則第１項関係）。 

 

 ２ 経過措置に関する事項 

（１） 改正省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現

に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物

若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目

については、新規則第 19 条第５項第 13 号イ、第 14 号イ（ロ）、第 16 号

イ（ロ）及び第 17 号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることとし

たこと（改正省令附則第２条第１項関係）。 

（２） 改正省令附則第２条第１項の規定は、不活性ガス消火設備で、次の

いずれかに該当するものについては、適用しないこととしたこと（改正省

令附則第２条第２項関係）。 

 ア 工事の着手が新規則の施行又は適用の後である消防法施行令第 34 条の

２で定める増築若しくは改築又は同令第 34 条の３で定める大規模の修繕

若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス消火設備 

 イ 新規則第 19 条第５項第 13 号イ、第 14 号イ（ロ）、第 16 号イ（ロ）

又は第 17 号ハの規定に適合するに至った防火対象物における不活性ガス

消火設備 

（３） 改正省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現

に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象

物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の

細目については、新規則第 19 条第５項第 19 号イ（ハ）の規定にかかわ

らず、令和６年３月 31 日までの間は、なお従前の例によることとしたこ

と（改正省令附則第２条第３項関係）。 

（４） 閉止弁基準の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は

現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対

象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に設けられている閉

止弁のうち、次に適合するものについては、閉止弁基準第２から第７ま

での規定にかかわらず、この告示に適合するものとみなすこととしたこ

と（閉止弁基準附則第２項関係）。 

  ア 直接操作により操作する部分に、操作の方向又は開閉位置が表示さ



 

れているものであること。 

  イ 見やすい箇所に、常時開放し点検時に閉止する旨が表示されている

ものであること。 

  ウ 直接操作又は遠隔操作により操作した場合に、確実に開閉するもの

であること。 

（５） 閉止弁基準の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は

現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対

象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に令和６年３月 31 日

までに新たに設ける閉止弁のうち、閉止弁基準第２第４号並びに第６第

２号及び第３号以外の規定に適合するものについては、この告示に適合

するものとみなすこととしたこと（閉止弁基準附則第３項関係）。 

 

３ その他の事項 

今回の改正政令等の運用については、別途通知する予定であること。 
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法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
の
三
の
二
及
び
第
十
七
条
の
十
四
並
び
に
消
防
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

総
務
大
臣

寺
田

稔

消
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
第
一
章
・
第
一
章
の
二

略
］

［
第
一
章
・
第
一
章
の
二

同
上
］

第
二
章

消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等

第
二
章

［
同
上
］

［
第
一
節

略
］

［
第
一
節

同
上
］

第
二
節

設
置
及
び
維
持
の
技
術
上
の
基
準

第
二
節

［
同
上
］

［
第
一
款
～
第
五
款

略
］

［
第
一
款
～
第
五
款

同
上
］

第
六
款

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
八
―
第
三
十
三
条
の
二
）

第
六
款

雑
則
（
第
三
十
一
条
の
八
―
第
三
十
三
条
）

第
二
章
の
二

消
防
設
備
士
（
第
三
十
三
条
の
二
の
二
―
第
三
十
三
条
の
十
八
）

第
二
章
の
二

消
防
設
備
士
（
第
三
十
三
条
の
二
―
第
三
十
三
条
の
十
八
）

［
第
三
章
～
第
七
章

略
］

［
第
三
章
～
第
七
章

同
上
］

附
則

附
則

（
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
十
九
条

［
略
］

第
十
九
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

不
活
性
ガ
ス
消
火
剤
の
貯
蔵
容
器
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貯
蔵
容
器
」
と
い
う
。
）
に
貯
蔵
す
る
消
火

４

［
同
上
］

剤
の
量
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

一

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ

と
。

と
。

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

（イ）

（ハ）

（イ）

（ハ）

れ
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

さ
れ
た
量
以
上
の
量
と
す
る
こ
と
。

通
信
機
器
室
又
は
指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
し
、
若

通
信
機
器
室
又
は
指
定
可
燃
物
（
可
燃
性
固
体
類
及
び
可
燃
性
液
体
類
を
除
く
。
）
を
貯
蔵
し
、

（イ）

（イ）

し
く
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
っ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物

若
し
く
は
取
り
扱
う
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対

又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
護
区
画
の
体
積
（
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
固
定
さ
れ
た
気
密

象
物
又
は
そ
の
部
分
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
防
護
区
画
の
体
積
（
不
燃
材
料
で
造
ら
れ
、
固
定
さ
れ

構
造
体
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
構
造
体
の
体
積
を
減
じ
た
体
積
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
十
条
及
び

た
気
密
構
造
体
が
存
す
る
場
合
に
は
、
当
該
構
造
体
の
体
積
を
減
じ
た
体
積
。
以
下
こ
の
条
、
次
条

第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
量
の
割
合
で
計
算
し

及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
量
の
割
合
で

た
量

計
算
し
た
量

［
表
略
］

［
表
同
上
］

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（ロ）

（ハ）

（ロ）

（ハ）

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

二

局
所
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

二

局
所
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

さ
れ
た
量
に
、
高
圧
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
四
を
、
低
圧
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・
一
を
そ
れ
ぞ
れ

出
さ
れ
た
量
に
、
高
圧
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
四
を
、
低
圧
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
・
一
を
そ
れ

乗
じ
た
量
以
上
と
す
る
こ
と
。

ぞ
れ
乗
じ
た
量
以
上
と
す
る
こ
と
。

イ

可
燃
性
固
体
類
又
は
可
燃
性
液
体
類
を
上
面
を
開
放
し
た
容
器
に
貯
蔵
す
る
場
合
そ
の
他
火
災
の
と
き

イ

可
燃
性
固
体
類
又
は
可
燃
性
液
体
類
を
上
面
を
開
放
し
た
容
器
に
貯
蔵
す
る
場
合
そ
の
他
火
災
の
と

の
燃
焼
面
が
一
面
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、
可
燃
物
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
防
護

き
の
燃
焼
面
が
一
面
に
限
定
さ
れ
、
か
つ
、
可
燃
物
が
飛
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

対
象
物
の
表
面
積
（
当
該
防
護
対
象
物
の
一
辺
の
長
さ
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

防
護
対
象
物
の
表
面
積
（
当
該
防
護
対
象
物
の
一
辺
の
長
さ
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
あ
つ

当
該
辺
の
長
さ
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
し
た
面
積
。
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同

て
は
、
当
該
辺
の
長
さ
を
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
と
し
て
計
算
し
た
面
積
。
次
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
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じ
。
）
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
割
合
で
計
算
し
た
量

て
同
じ
。
）
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
割
合
で
計
算
し
た
量

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

５

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準

５

［
同
上
］

の
細
目
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

六
の
二

貯
蔵
容
器
に
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
安
全
装
置
（
容
器
弁
に
設
け
ら
れ
た
も

六
の
二

貯
蔵
容
器
に
は
、
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
安
全
装
置
（
容
器
弁
に
設
け
ら
れ
た
も

の
を
含
む
。
第
十
三
号
ニ
、
第
二
十
条
第
四
項
第
四
号
イ
及
び
第
六
号
の
二
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
第

の
を
含
む
。
第
十
三
号
ハ
、
次
条
第
四
項
第
四
号
イ
及
び
第
六
号
の
二
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
第
三
号

三
号
ハ
及
び
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

ハ
及
び
第
五
号
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
。

［
六
の
三

略
］

［
六
の
三

同
上
］

七

配
管
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

七

［
同
上
］

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

落
差
（
配
管
の
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
部
分
か
ら
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
部
分
ま
で
の
垂
直
距
離
を
い

ニ

落
差
（
配
管
の
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
部
分
か
ら
最
も
高
い
位
置
に
あ
る
部
分
ま
で
の
垂
直
距
離
を

う
。
第
二
十
条
第
四
項
第
七
号
ホ
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
第
七
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
五
十

い
う
。
次
条
第
四
項
第
七
号
ホ
及
び
第
二
十
一
条
第
四
項
第
七
号
ト
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
五
十

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

［
八
～
十
二

略
］

［
八
～
十
二

同
上
］

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
起
動

［
新
設
］

用
ガ
ス
容
器
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ハ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ニ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

十
四

起
動
装
置
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
四

［
同
上
］

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
っ
て
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
あ
つ
て
は
、
手
動
式
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常

（イ）

（ロ）

よ
る
こ
と
。

時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
そ
の
他
手
動
式
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
な
場
所
に
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
自
動
式
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
動
式
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
そ
の
他
手
動
式
に
よ
る
こ
と
が
不

［
新
設
］

（イ）
適
当
な
場
所
に
設
け
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
自
動
式
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
消
火
剤
の
放
射
を
停
止
す
る
旨
の
信
号
を
制
御
盤
へ
発
信
す
る
た
め

（ロ）
の
緊
急
停
止
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

［
十
五

略
］

［
十
五

同
上
］

十
六

自
動
式
の
起
動
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
六

［
同
上
］

イ

起
動
装
置
は
、
次
の

及
び

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

起
動
装
置
は
、
自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（イ）

（ロ）

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
の
作
動
と
連
動
し
て
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
新
設
］

（イ）

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
設
け
る

（ロ）
起
動
装
置
は
、
二
以
上
の
火
災
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
ロ
～
ニ

略
］

［
ロ
～
ニ

同
上
］
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十
七

音
響
警
報
装
置
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
七

［
同
上
］

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
設
け
る
音
響
警
報
装
置
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
す

ハ

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
設
け
る
音
響
警
報
装
置
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
す
る
こ
と
。
た
だ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

し
、
常
時
人
の
い
な
い
防
火
対
象
物
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

の
う
ち
、
自
動
式
の
起
動
装
置
を
設
け
た
も
の
を
設
置
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

［
ニ

略
］

［
ニ

同
上
］

［
十
八

略
］

［
十
八

同
上
］

十
九

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
安
の
た

十
九

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

る
こ
と
。

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

（イ）

（ホ）

（イ）

（ハ）

［

・

略
］

［

・

同
上
］

（イ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

集
合
管
（
集
合
管
に
選
択
弁
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
貯
蔵
容
器
と
選
択
弁
の
間
に
限
る
。
）

［
新
設
］

（ハ）
又
は
操
作
管
（
起
動
用
ガ
ス
容
器
と
貯
蔵
容
器
の
間
に
限
る
。
）
に
消
防
庁
長
官
が
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
閉
止
弁
を
設
け
る
こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

（ニ）

（ハ）

二
酸
化
炭
素
を
貯
蔵
す
る
貯
蔵
容
器
を
設
け
る
場
所
及
び
防
護
区
画
の
出
入
口
等
の
見
や
す
い
箇
所

［
新
設
］

（ホ）
に
、
次
の

及
び

に
定
め
る
事
項
並
び
に
日
本
産
業
規
格

八
三
一
二
（
二
〇
二
一
）
の
図

（
一

（１）

（２）

A

A.1

辺
の
長
さ
が
○
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
を
表
示
し
た
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

二
酸
化
炭
素
が
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

（１）

消
火
剤
が
放
射
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
場
所
に
立
ち
入
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
消
火

（２）
剤
が
排
出
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

窒
素
、
Ｉ
Ｇ
―
五
五
又
は
Ｉ
Ｇ
―
五
四
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
イ

の
規
定
の
例
に
よ
る

ロ

窒
素
、
Ｉ
Ｇ
―
五
五
又
は
Ｉ
Ｇ
―
五
四
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
イ

の
規
定
の
例
に
よ
る

（ニ）

（ハ）

こ
と
。

こ
と
。

［
十
九
の
二
・
十
九
の
三

略
］

［
十
九
の
二
・
十
九
の
三

同
上
］

二
十

非
常
電
源
は
、
自
家
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
又
は
燃
料
電
池
設
備
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
容
量
を

二
十

非
常
電
源
は
、
自
家
発
電
設
備
、
蓄
電
池
設
備
又
は
燃
料
電
池
設
備
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
容
量
を

当
該
設
備
を
有
効
に
一
時
間
作
動
で
き
る
容
量
以
上
と
す
る
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ロ
か
ら
ホ
ま

当
該
設
備
を
有
効
に
一
時
間
作
動
で
き
る
容
量
以
上
と
す
る
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
ロ
、
ハ
、
ニ

で
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

及
び
ホ
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

二
十
一

操
作
回
路
、
音
響
警
報
装
置
回
路
及
び
表
示
灯
回
路
（
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
操

二
十
一

操
作
回
路
、
音
響
警
報
装
置
回
路
及
び
表
示
灯
回
路
（
次
条
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
操
作
回

作
回
路
等
」
と
い
う
。
）
の
配
線
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

路
等
」
と
い
う
。
）
の
配
線
は
、
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

［
二
十
二
～
二
十
四

略
］

［
二
十
二
～
二
十
四

同
上
］

［
６

略
］

［
６

同
上
］

第
十
九
条
の
二

全
域
放
出
方
式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
維

［
新
設
］

持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
、
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

閉
止
弁
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
維
持
す
る
こ
と
。

イ

工
事
、
整
備
、
点
検
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
防
護
区
画
内
に
人
が
立
ち
入
る
場
合
は
、
閉
止
さ

れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
。

ロ

イ
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
は
、
開
放
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
こ
と
。
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二

自
動
手
動
切
替
え
装
置
は
、
工
事
、
整
備
、
点
検
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
に
よ
り
防
護
区
画
内
に
人
が
立

ち
入
る
場
合
は
、
手
動
状
態
に
維
持
す
る
こ
と
。

三

消
火
剤
が
放
射
さ
れ
た
場
合
は
、
防
護
区
画
内
の
消
火
剤
が
排
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
当
該
防
護
区
画
内

に
人
が
立
ち
入
ら
な
い
よ
う
に
維
持
す
る
こ
と
。

四

制
御
盤
の
付
近
に
設
備
の
構
造
並
び
に
工
事
、
整
備
及
び
点
検
時
に
お
い
て
と
る
べ
き
措
置
の
具
体
的
内

容
及
び
手
順
を
定
め
た
図
書
を
備
え
て
お
く
こ
と
。

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
条

全
域
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定

第
二
十
条

全
域
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
例

の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

２

局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
第
十
九
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並

２

局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
噴
射
ヘ
ッ
ド
は
、
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に

び
に
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば

れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

４

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

４

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基

準
の
細
目
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
十
八
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

準
の
細
目
は
、
前
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
十
八
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
二
の
三

略
］

［
一
～
二
の
三

同
上
］

二
の
四

全
域
放
出
方
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
を
設
置
し
た
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分
の
開
口
部

二
の
四

［
同
上
］

は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
十

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前

九
条
第
五
項
第
四
号
イ

及
び

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

条
第
五
項
第
四
号
イ

及
び

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

（ロ）

（ハ）

（ロ）

（ハ）

ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て

ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
四
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

は
、
前
条
第
五
項
第
四
号
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］

四

貯
蔵
容
器
等
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る

四

貯
蔵
容
器
等
は
、
前
条
第
五
項
第
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
と

と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
五
～
九

略
］

［
五
～
九

同
上
］

十

選
択
弁
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
消
防
庁
長
官
が
定

十

選
択
弁
は
、
前
条
第
五
項
第
十
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
消
防
庁
長
官
が
定
め

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
十
一

略
］

［
十
一

同
上
］

十
二

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
三
号
（
同
号
イ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け

十
二

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
前
条
第
五
項
第
十
三
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

る
こ
と
。

十
二
の
二

起
動
装
置
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

十
二
の
二

［
同
上
］

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
十

イ

ハ
ロ
ン
二
四
〇
二
、
ハ
ロ
ン
一
二
一
一
又
は
ハ
ロ
ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
前

九
条
第
五
項
第
十
四
号
イ

、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
イ

及
び
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例

条
第
五
項
第
十
四
号
イ
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け

（イ）

（ロ）

に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

る
こ
と
。
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ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
っ
て

ロ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
、
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
又
は
Ｆ
Ｋ
―
五
―
一
―
一
二
を
放
射
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
四
号
ロ
及
び
第
十
六
号
（
同
号
イ

を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け

は
、
前
条
第
五
項
第
十
四
号
ロ
及
び
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

（ロ）

る
こ
と
。

十
三

音
響
警
報
装
置
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ハ
ロ

十
三

音
響
警
報
装
置
は
、
前
条
第
五
項
第
十
七
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ハ
ロ
ン

ン
一
三
〇
一
を
放
射
す
る
全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
し
な
い
こ
と
が

一
三
〇
一
を
放
射
す
る
全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
音
声
に
よ
る
警
報
装
置
と
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

［
十
四
・
十
四
の
二

略
］

［
十
四
・
十
四
の
二

同
上
］

十
五

非
常
電
源
及
び
操
作
回
路
等
の
配
線
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
の
規
定
の
例

十
五

非
常
電
源
及
び
操
作
回
路
等
の
配
線
は
、
前
条
第
五
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
の
規
定
の
例
に

に
よ
り
設
け
る
こ
と
。

よ
り
設
け
る
こ
と
。

［
十
六
～
十
八

略
］

［
十
六
～
十
八

同
上
］

５

移
動
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
第
十
九
条
第

５

移
動
式
の
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
は
、
前
条
第
五
項

五
項
第
六
号
ロ
及
び
ハ
、
同
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
三
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び

第
六
号
ロ
及
び
ハ
、
同
条
第
六
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
並
び
に
前
項
第
三
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び
Ｈ
Ｆ

Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
第
五
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ

Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
第
五
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に

ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
六
号
の
二
、
第
七
号
（
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
三
及
び
Ｈ
Ｆ
Ｃ
―
二
二
七
ｅ
ａ
に

ａ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
八
号
及
び
第
十
六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

（
粉
末
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

（
粉
末
消
火
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
一
条

［
略
］

第
二
十
一
条

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

全
域
放
出
方
式
又
は
局
所
放
出
方
式
の
粉
末
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目

４

［
同
上
］

は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
三
号
並
び
に
第
四
号
イ

及
び

の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す

（ロ）

（ハ）

る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
六
号
並
び
に
第
十
三
号
ロ
及
び
ニ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

十
三

起
動
用
ガ
ス
容
器
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
六
号
並
び
に
第
十
三
号
イ
及
び
ハ
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

か
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

十
四

起
動
装
置
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
四
号
イ

、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
イ

及
び
ハ
を

十
四

起
動
装
置
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
四
号
イ
、
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
（
同
号
ハ
を
除
く
。
）

（イ）

（ロ）

除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
。

［
十
五

略
］

［
十
五

同
上
］

十
六

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

、

及
び

に
規
定
す
る
保
安
の
た

十
六

全
域
放
出
方
式
の
も
の
に
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ
に
規
定
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
を

（イ）

（ロ）

（ニ）

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

講
じ
る
こ
と
。

［
十
七
～
二
十

略
］

［
十
七
～
二
十

同
上
］

［
５

略
］

［
５

同
上
］

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
届
出
及
び
検
査
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
届
出
及
び
検
査
）

第
三
十
一
条
の
三

法
第
十
七
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者

第
三
十
一
条
の
三

法
第
十
七
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
防
火
対
象
物
の
関
係
者

は
、
当
該
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
設
置
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た

は
、
当
該
防
火
対
象
物
に
お
け
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
設
置
に
係
る
工
事
が
完
了
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
に
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
別
記
様
式
第
一

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
四
日
以
内
に
消
防
長
又
は
消
防
署
長
に
別
記
様
式
第
一

号
の
二
の
三
の
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
届
け

号
の
二
の
三
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
用
設
備
等

当
該
設
置
に
係
る
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
図
書
で
次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
消
防
用
設

一

当
該
設
置
に
係
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
図
書

備
等
試
験
結
果
報
告
書

イ

平
面
図

ロ

配
管
及
び
配
線
の
系
統
図

二

特
殊
消
防
用
設
備
等

当
該
設
置
に
係
る
特
殊
消
防
用
設
備
等
に
関
す
る
図
書
で
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ

二

当
該
設
置
に
係
る
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書

る
も
の
、
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
（
以
下
「
設
備
等
設
置
維
持
計
画
」
と

い
う
。
）
並
び
に
特
殊
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書

２

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
防
火
対
象
物

２

消
防
長
又
は
消
防
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
防
火
対
象
物

に
設
置
さ
れ
た
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基

に
設
置
さ
れ
た
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
が
法
第
十
七
条
第
一
項
の
政
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
の

づ
く
命
令
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
十
一
条
の

四
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
「
設
備
等
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）

四
並
び
に
第
三
十
一
条
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
同
条
第
三
項
に
お
い
て
「
設
備
等
技
術
基
準
」
と
い
う
。
）

又
は
設
備
等
設
置
維
持
計
画
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
備
等
設
置
維
持
計
画
（
以
下
「
設
備
等
設
置
維
持
計
画
」
と
い

う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

５

第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
ご
と
に
消
防

５

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式
は
、
消
防
用
設
備
等
ご
と
に
消
防

庁
長
官
が
定
め
る
。

庁
長
官
が
定
め
る
。

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

（
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
及
び
報
告
）

第
三
十
一
条
の
六

［
略
］

第
三
十
一
条
の
六

［
同
上
］

［
２
～
６

略
］

［
２
～
６

同
上
］

７

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

７

法
第
十
七
条
の
三
の
三
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

該
当
す
る
者
で
、
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
一
条
の

る
こ
と
が
で
き
る
講
習
で
あ
っ
て
、
消
防
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
法
人
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

七
に
お
い
て
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行

「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
の
行
う
も
の
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
登
録
講
習
機
関
が
発
行
す
る
消
防
用

す
る
消
防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証

設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
に
関
し
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

す
る
書
類
（
次
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

（
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
免
状
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
及
び
次
条
第
二

（
次
項
及
び
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

項
に
お
い
て
「
消
防
設
備
点
検
資
格
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

［
８

略
］

［
８

同
上
］

（
消
防
設
備
士
等
に
よ
る
点
検
が
特
に
必
要
で
あ
る
防
火
対
象
物
）

第
三
十
一
条
の
六
の
二

令
第
三
十
六
条
第
二
項
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
火
対
象
物
は
、
全
域
放
出
方

［
新
設
］

式
の
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
（
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

（
登
録
講
習
機
関
）

（
登
録
講
習
機
関
）

第
三
十
一
条
の
七

第
三
十
一
条
の
六
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官
の
登
録
は
、
同
項
の
講
習
を
行
お
う

第
三
十
一
条
の
七

前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
消
防
庁
長
官
の
登
録
は
、
同
項
の
講
習
を
行
お
う
と
す
る
法
人

と
す
る
法
人
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

の
申
請
に
よ
り
行
う
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
適
用
が
除
外
さ
れ
な
い
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
）
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第
三
十
三
条
の
二

令
第
三
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
剤
は
、
二
酸
化

［
新
設
］

炭
素
と
す
る
。

２

令
第
三
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
設
置
及
び
維
持
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
で

あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

及
び

並
び
に
第
十
九
条
の
二
の
規

（ハ）

（ホ）

定
と
す
る
。

（
消
防
設
備
士
で
な
く
て
も
行
え
る
消
防
用
設
備
等
の
整
備
の
範
囲
）

（
消
防
設
備
士
で
な
く
て
も
行
え
る
消
防
用
設
備
等
の
整
備
の
範
囲
）

第
三
十
三
条
の
二
の
二

［
略
］

第
三
十
三
条
の
二

［
同
上
］

（
工
事
整
備
対
象
設
備
等
着
工
届
）

（
工
事
整
備
対
象
設
備
等
着
工
届
）

第
三
十
三
条
の
十
八

法
第
十
七
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
七
の
工
事
整
備
対
象

第
三
十
三
条
の
十
八

［
同
上
］

設
備
等
着
工
届
出
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
の
写
し
を
添
付
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
用
設
備
等

当
該
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
図
書
で
次
に
掲
げ
る
も
の

一

消
防
用
設
備
等

当
該
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
図
書

イ

平
面
図

［
新
設
］

ロ

配
管
及
び
配
線
の
系
統
図

ハ

計
算
書

二

特
殊
消
防
用
設
備
等

当
該
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

二

特
殊
消
防
用
設
備
等

当
該
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
工
事
の
設
計
に
関
す
る
図
書
、
設
備
等
設
置
維
持
計

る
図
書
、
設
備
等
設
置
維
持
計
画
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
評
価
結
果
を
記
載
し
た
書
面
及
び
法
第
十

画
、
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
の
評
価
結
果
を
記
載
し
た
書
面
及
び
法
第
十
七
条
の
二
の
二
第
二
項
の
認
定

七
条
の
二
の
二
第
二
項
の
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移

転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に

係
る
技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
消
防
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
第
十
九
条
第
五
項
第
十
三
号
イ
、
第
十
四
号
イ

、
第
十
六
号
イ

及
び
第
十
七
号
ハ
の
規
定
に
か
か
わ

（ロ）

（ロ）

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。

一

工
事
の
着
手
が
新
規
則
の
規
定
の
施
行
又
は
適
用
の
後
で
あ
る
消
防
法
施
行
令
第
三
十
四
条
の
二
で
定
め
る
増

築
若
し
く
は
改
築
又
は
同
令
第
三
十
四
条
の
三
で
定
め
る
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
に
係
る
防
火
対
象

物
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

二

新
規
則
第
十
九
条
第
五
項
第
十
三
号
イ
、
第
十
四
号
イ

、
第
十
六
号
イ

又
は
第
十
七
号
ハ
の
規
定
に
適
合

（ロ）

（ロ）

す
る
に
至
っ
た
防
火
対
象
物
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
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３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移
転
、

修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
係
る

技
術
上
の
基
準
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六

（ハ）

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
五
号

平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消

防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点

検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
第
二
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第

十
四
号
（
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の

よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と

し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
６
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
点
検
の
基
準

別
表
第
６

［同
上

］

１
機
器
点
検

１

［同
上

］

次
の
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と

。

［同
上

］

［(1)

～(4)
略

］

［(1)

～(4)
同
上

］

(5)
標
識

（貯
蔵
容
器
を
設
け
る
場
所
及
び
防
護
区
画
の
出
入
口
等
に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る

。

）

［新
設

］

出
入
口
等
の
見
や
す
い
位
置
に
設
け
ら
れ
損
傷
脱
落
汚
損
等
が
な
い
こ
と

。

、
、

、

(6)
起
動
装
置

(5)

［同
上

］

［ア
略

］

［ア
同
上

］

イ
自
動
式
起
動
装
置

イ

［同
上

］

［
（ｱ

）
～
（ｳ

）

略

］

［
（ｱ

）
～
（ｳ

）

同
上

］

（ｴ

）

A
N

D
回
路
制
御
機
能

（二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
限
る

。

）

［新
設

］

正
常
で
あ
る
こ
と

。

ウ
緊
急
停
止
装
置

（二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
限
る

。
）

［新
設

］

機
能
が
正
常
で
あ
る
こ
と

。

(7)

［略

］

(6)

［同
上

］

(8)

［略

］

(7)

［同
上

］

(9)
配
管
等

(8)

［同
上

］

［ア

・イ
略

］

［ア

・イ
同
上

］

ウ
閉
止
弁

（二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
限
る

。

）
ウ
閉
止
弁

（二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に
限
る

。

）

（ｱ

）

外
形

変
形
損
傷

著
し
い
腐
食
等
が
な
く

開
閉
位
置
が
正
常
で
か
つ

開
閉
操
作
が
容
易
に
で
き
る

、
、

、
、

、

変
形

損
傷
著
し
い
腐
食
等
が
な
い
こ
と

。

こ
と

。

、
、

（ｲ

）

機
能

開
閉
位
置
が
正
常
で
か
つ
開
閉
操
作
が
容
易
に
で
き
る
こ
と

。

、
、

(10)

～(20)

［略

］

(9)

～(19)

［同
上

］

［２
略

］

［２
同
上

］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
六
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法

施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
十
八
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十

一
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
防
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
講
習
機
関
の
行

う
講
習
に
係
る
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
三

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
三

［
同
上
］

一

特
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講

一

［
同
上
］

習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目

講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

消
防
用
設
備
等
概
論

［
同
上
］

イ

消
防
用
設
備
等
の
概
論

二
時
間

［
新
設
］

［
同
上
］

ロ

点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

［
新
設
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

二

［
同
上
］

欄
に
掲
げ
る
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目

講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

消
防
用
設
備
等
の
点
検
要
領
及
び
点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

六
時
間

消
防
用
設
備
等
の
点
検
要
領

［
同
上
］

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

第
四

講
習
科
目
の
一
部
免
除

第
四

［
同
上
］

一

特
種
の
講
習
に
つ
い
て
は
、
第
三
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に

一

［
同
上
］

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
講
習
科
目

［
同
上
］

［
同
上
］

第
一
種
及
び
第
二
種
の
消
防
設
備
点
検
資
格
者
免
状

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制

［
同
上
］

消
防
用
設
備
等
及
び
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
点
検
制

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

度
、
消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論

度
、
消
防
法
規
、
建
築
基
準
法
規
、
火
災
予
防
概
論

及
び
消
防
用
設
備
等
概
論
（
点
検
に
お
け
る
保
安
に

及
び
消
防
用
設
備
等
概
論

規
則
第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
甲
種
消

関
す
る
要
点
を
除
く
。
）

［
同
上
］

防
設
備
士
で
第
一
類
か
ら
第
三
類
ま
で
の
い
ず
れ
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か
、
第
四
類
及
び
第
五
類
の
免
状
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

第
七

再
講
習
科
目
及
び
再
講
習
時
間

第
七

［
同
上
］

一

特
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

一

［
同
上
］

る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

再
講
習
科
目

再
講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

（一）

（一）

点
検
実
務

点
検
実
務

（二）

（二）

［
イ
～
ハ

略
］

四
時
間

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
同
上
］

ニ

点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

［
新
設
］

二

第
一
種
又
は
第
二
種
の
再
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
科
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

二

［
同
上
］

の
下
欄
に
掲
げ
る
再
講
習
時
間
を
基
準
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

再
講
習
科
目

再
講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

（一）

（一）

点
検
実
務

点
検
実
務

（二）

（二）

［
イ
～
ハ

略
］

四
時
間

［
イ
～
ハ

同
上
］

［
同
上
］

ニ

点
検
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
要
点

［
新
設
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
七
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
三
十
三
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
六
年
消
防
庁
告
示
第
二
十
五
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
工
事
整
備
対
象

設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
関
す
る
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
細
目
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

第
二

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間

第
二

［
同
上
］

一

講
習
科
目
及
び
講
習
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
同
上
］

特
殊
消
防
用
設
備
等
の
講
習
区
分
に
係
る
講
習

［
同
上
］

（一）

（一）

講
習
科
目

講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［
イ

略
］

［
略
］

［
イ

同
上
］

［
同
上
］

ロ

工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
等
に
関
す
る
事
項

ロ

［
同
上
］

［

～

略
］

四
時
間
以
上

［

～

同
上
］

［
同
上
］

（イ）

（ヘ）

（イ）

（ヘ）

工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る

［
新
設
］

（ト）
要
点

消
火
設
備
、
警
報
設
備
、
避
難
設
備
及
び
消
火
器
の
講
習
区
分
に
係
る
講
習

［
同
上
］

（二）

（二）

講
習
科
目

講
習
時
間

［
同
上
］

［
同
上
］

［
イ

略
］

［
略
］

［
イ

同
上
］

［
同
上
］

ロ

工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
等
に
関
す
る
事
項

ロ

［
同
上
］

［

～

略
］

四
時
間
以
上

［

～

同
上
］

［
同
上
］

（イ）

（ニ）

（イ）

（ニ）

工
事
整
備
対
象
設
備
等
の
工
事
又
は
整
備
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る

［
新
設
］

（ホ）
要
点

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
消
防
庁
告
示
第
八
号

消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

の
規
定
に
基
づ
き
、
不

（ハ）

活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
閉
止
弁
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
十
四
日

消
防
庁
長
官

前
田

一
浩

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
閉
止
弁
の
基
準

第
一

趣
旨

こ
の
告
示
は
、
消
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
自
治
省
令
第
六
号
）
第
十
九
条
第
五
項
第
十
九
号
イ

に
規

（ハ）

定
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
閉
止
弁
の
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二

構
造
及
び
機
能

閉
止
弁
の
構
造
及
び
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

常
時
開
放
状
態
に
あ
っ
て
、
直
接
操
作
及
び
遠
隔
操
作
に
よ
り
閉
止
で
き
る
も
の
又
は
直
接
操
作
に
よ
り
閉
止

で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

直
接
操
作
に
よ
り
操
作
す
る
部
分
に
は
、
操
作
の
方
向
又
は
開
閉
位
置
を
表
示
す
る
こ
と
。

三

見
や
す
い
箇
所
に
、
常
時
開
放
し
点
検
時
に
閉
止
す
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と
。

四

開
放
及
び
閉
止
の
旨
の
信
号
を
制
御
盤
に
発
信
す
る
ス
イ
ッ
チ
等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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五

使
用
時
に
破
壊
、
亀
裂
等
の
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

管
と
の
接
続
部
は
、
管
と
容
易
に
、
か
つ
、
確
実
に
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七

ほ
こ
り
又
は
湿
気
に
よ
り
機
能
に
異
常
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

弁
箱
の
外
表
面
は
、
な
め
ら
か
で
、
使
用
上
支
障
の
あ
る
腐
食
、
割
れ
、
き
ず
又
は
し
わ
が
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

第
三

材
質

閉
止
弁
の
材
質
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

弁
箱
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｊ
Ｉ
Ｓ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
日
本
産
業
規
格
を

（一）
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
Ｇ
四
〇
五
一
、
Ｇ
四
三
〇
三
、
Ｇ
五
一
二
一
、
Ｇ
五
一
五
一
、
Ｈ
三
二
五
○
、
Ｈ
五
一

二
○
又
は
Ｈ
五
一
二
一

に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
又
は
類
似
の
試
料
採
取
方
法
及
び
試
験
方
法
に
よ
り
化
学
的
成
分
及
び
機
械
的
性

（二）

（一）
質
が
同
一
又
は
類
似
し
て
い
る
も
の

又
は

に
掲
げ
る
も
の
と
同
等
以
上
の
強
度
及
び
耐
食
性
を
有
す
る
も
の

（三）

（一）

（二）

二

さ
び
の
発
生
に
よ
り
機
能
に
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
は
、
有
効
な
防
錆
処
理
を
施
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。
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三

ゴ
ム
及
び
合
成
樹
脂
等
は
、
容
易
に
変
質
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四

耐
圧
試
験

閉
止
弁
の
耐
圧
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

弁
箱
は
、
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
う
ち
低
圧
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
三
・
七
五

メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
最
高
使
用
圧
力
（
集
合
管
（
集
合
管
に
選
択
弁
を
設
け
る
も
の

に
あ
っ
て
は
、
貯
蔵
容
器
と
選
択
弁
の
間
に
限
る
。
）
に
設
け
る
閉
止
弁
に
あ
っ
て
は
温
度
四
十
度
に
お
け
る

貯
蔵
容
器
の
蓄
圧
全
圧
力
（
消
火
設
備
に
圧
力
調
整
装
置
付
の
も
の
に
あ
っ
て
は
調
整
圧
力
）
。
操
作
管
（
起

動
用
ガ
ス
容
器
と
貯
蔵
容
器
の
間
に
限
る
。
）
に
設
け
る
閉
止
弁
に
あ
っ
て
は
温
度
四
十
度
に
お
け
る
起
動
用

ガ
ス
容
器
の
圧
力
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
・
五
倍
の
水
圧
力
を
二
分
間
加
え
た
場
合
に
、
漏
れ
又
は
変
形
を
生

じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

弁
を
閉
止
し
た
状
態
で
弁
の
一
次
側
に
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
う
ち
低
圧
式
の

も
の
に
あ
っ
て
は
三
・
七
五
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
最
高
使
用
圧
力
の
一
・
五
倍
の
水

圧
力
を
二
分
間
加
え
た
場
合
に
、
損
傷
等
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五

気
密
試
験

閉
止
弁
の
気
密
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

弁
を
開
放
し
た
状
態
で
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
う
ち
低
圧
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
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二
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
最
高
使
用
圧
力
の
窒
素
ガ
ス
圧
力
又
は
空
気
圧
力
を
五
分

間
加
え
た
場
合
に
、
漏
れ
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

弁
を
閉
止
し
た
状
態
で
弁
の
一
次
側
に
二
酸
化
炭
素
を
放
射
す
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
の
う
ち
低
圧
式
の
も

の
に
あ
っ
て
は
二
・
三
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
最
高
使
用
圧
力
の
窒
素
ガ
ス
圧
力
又
は
空

気
圧
力
を
五
分
間
加
え
た
場
合
に
、
漏
れ
を
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六

作
動
試
験

閉
止
弁
の
作
動
試
験
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

直
接
操
作
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
り
操
作
し
た
場
合
に
、
確
実
に
開
閉
す
る
こ
と
。

二

閉
止
の
状
態
で
閉
止
の
旨
の
信
号
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
。

三

開
放
の
状
態
で
開
放
の
旨
の
信
号
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
。

第
七

等
価
管
長

閉
止
弁
は
、
起
動
用
ガ
ス
容
器
と
貯
蔵
容
器
の
間
の
操
作
管
に
設
け
る
も
の
を
除
き
、
水
に
よ
り
等
価
管
長
を
測

定
し
た
場
合
に
、
そ
の
値
が
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

一

ボ
ー
ル
弁
（
フ
ル
ボ
ア
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
五
十
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

ボ
ー
ル
弁
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
呼
び
径
五
十
以
下
の
も
の
の
場
合
に
は
五
十
メ
ー
ト
ル
以
下
、
呼
び
径

六
十
五
以
上
の
も
の
の
場
合
に
は
百
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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三

ボ
ー
ル
弁
の
う
ち
フ
ル
ボ
ア
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
呼
び
径
及
び
鋼
管
の
種
別
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
値

で
あ
る
こ
と
。

鋼
管
の
種
別

圧
力
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管

圧
力
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
三
四
五
四
）

（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｇ
三
四
五
四
）

呼
び
径

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
四
十

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
八
十

十
五

〇
・
一

〇
・
一

二
十

〇
・
二

〇
・
二

二
十
五

〇
・
二

〇
・
二

三
十
二

〇
・
三

〇
・
三

四
十

〇
・
四

〇
・
四

五
十

〇
・
五

〇
・
五

六
十
五

〇
・
七

〇
・
六

八
十

〇
・
八

〇
・
八

九
十

一
・
〇

〇
・
九

百

一
・
二

一
・
一

百
二
十
五

一
・
五

一
・
四
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百
五
十

一
・
九

一
・
八

（
単
位
：
メ
ー
ト
ル
）

第
八

表
示

閉
止
弁
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
容
易
に
消
え
な
い
よ
う
表
示
す
る
こ
と
。

一

製
造
者
名
又
は
商
標

二

製
造
年

三

耐
圧
試
験
圧
力
値

四

型
式
記
号

五

流
体
の
流
れ
方
向
（
流
れ
方
向
に
制
限
の
な
い
場
合
は
除
く
。
）

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移

転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

に
設
け
ら
れ
て
い
る
閉
止
弁
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
二
か
ら
第
七
ま
で
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
告
示
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。
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一

直
接
操
作
に
よ
り
操
作
す
る
部
分
に
、
操
作
の
方
向
又
は
開
閉
位
置
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

見
や
す
い
箇
所
に
、
常
時
開
放
し
点
検
時
に
閉
止
す
る
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

直
接
操
作
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
り
操
作
し
た
場
合
に
、
確
実
に
開
閉
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
現
に
新
築
、
増
築
、
改
築
、
移

転
、
修
繕
若
し
く
は
模
様
替
え
の
工
事
中
の
防
火
対
象
物
若
し
く
は
そ
の
部
分
に
お
け
る
不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備
に

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
新
た
に
設
け
る
閉
止
弁
の
う
ち
、
第
二
第
四
号
並
び
に
第
六
第
二
号
及
び
第
三
号

以
外
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。




